
改正地方自治法の検討

島田 茂

1 .はじめに

1999年7月 r地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法

律案J (以下 r一括法案」という。)が国会において可決・成立した。 475

本の法律案を一括審議することによって改正諸法案の意義と問題点を正確

に把握することができたのかという疑問も残るが，ともかく，今回の一括

法案の成立によって，固と地方自治体の関係の新たな制度的枠組みが，そ

の内容の妥当性はともかくとして，一応，固まったということができるで

あろう。そこで，本稿では，地方自治制度の基本法である「地方自治法」

に焦点をあわせて，同法の改正に関わる幾つかの論点を取り上げて検討す

ることにしたいへ

2.法定受託事務の定議

改正地方自治法は，法定受託事務について r法律又はこれに基づく政

令により都道府県，市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち，

国が本来果たすべき役割に係るものであって，固においてその適正な処理

を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定

めるもの」と定義する。

法定受託事務の定義に関しては，中間報告から改正地方自治法に至るま

で数回修正が加えられてきた。まず，法定受託事務の定義のなかで当該事
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務と固との関わりを示す部分については，中間報告(1996年3月)の段階

では r専ら国の利害に関係のある事務」とされていたのが，第l次勧告(1996

年12月)では r事務の性質上，その実施が国の義務に属し国の行政機関

が直接執行すべき」事務というように書き換えられ，さらに，地方分権推

進計画 (1998年5月) (以下 r推進計画」という。)では r国が本来果た

すべき責務に係る事務」というように，当該事務に対する国の責任が端的

に示されるかたちでまとめられることになった。改正地方自治法も，部分

的な字句の修正はあるものの，この点については推進計画の定義に基本的

な変更を加えるものではない。

次に，地方自治体が当該事務を処理する理由として，推進計画まで，

「国民の利便性又は事務処理の効率性」が挙げられていたが，改正地方自

治法では，この文章が除かれ，代わりに「国においてその適正な処理を特

に確保する必要があるもの」という文言がいれられることになった。地方

分権推進委員会の勧告(以下 r勧告」という。)および推進計画において

は r国民の利便性又は事務処理の効率性」という文言は r国が本来果た

すべき責務に係る」事務(推進計画)を地方自治体が処理することになる

根拠・理由を示す役割を有していたといえる。これに対して，改正地方自

治法では r国においてその適正な処理を特に確保する必要があるもの」

という文言に示されるように，地方自治体の処理する事務に対する国の関

与・統制の必要性に着目した表現が用いられている。そして，この点にお

いて，法定受託事務の取扱いについて，勧告および推進計画と改正地方自

治法との問で一定の相違を見いだすことが可能となる。すなわち，勧告お

よび推進計画では r国が本来果たすべき責務に係るもの」を「国民の利

便性又は事務処理の効率性の観点」から地方自治体が処理するというよう

に，国の事務を前提とした理解が比較的分かりやすく導かれる表現が用い

られていたのに対して，改正地方自治法では r国が本来果たすべき役割
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に係るもの」と「国においてその適正な処理を特に確保する必要があるも

の」という文言が並列的に用いられており，その結果 r国が本来果たす

べき役割に係るもの」を，なぜ地方自治体が処理しなければならないのか

が明確になってこない。

国の観点からみて「適正処理の確保」が特に必要とされる地方自治体の

事務領域について，当該事務処理に対する国の関与の機会を十分に確保す

ることに法定受託事務の設定の主たる目的があるとするならば，当該事務

が国の事務であるかどうかは必ずしも重要な問題とはなってこないであろ

う。そして，この文脈でとらえるならば，改正地方自治法の規定にいれら

れた「国が本来果たすべき役割に係るもの」という文言が有する意味は，

法定受託事務が国の事務であることを示すことにあるのではなく (2) 当該

事務に対する国の広範な関与・統制が許容される事務領域を画定するため

の抽象的なメルクマールを提供すること，および，このような地方自治体

の事務に対する国の関与・統制の，実質的な意味における正当化根拠を付

与することにあると考えることもできるのである。

また，第1次勧告では r法律又はこれに基づく政令の規定により，地方

公共団体が受託して行うこととされる事務」と規定されていたのが，推進

計画では「受託」の言葉が除かれ，改正地方自治法でもこれと同様の扱い

がなされている。当事者双方の合意の意味も含みうる「受託」の語を用い

ることは法制的に疑問があるという理由によるものらしいがへもし，そ

のように定義を改めるのであれば r・法定受託事務」という名称、も変える

べきであったと考えられる九

3.関与手段と係争処理手続

改正地方自治法は，地方自治体に対する国等の関与のうち主要なものと
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して，①助言・勧告，②資料の提出の要求，③是正の要求，④同意，⑤許

可，認可または承認，⑥指示，⑦代執行を挙げる(第245条)。このなかで，

④，⑤，⑥，⑦の措置は，自治事務に関しては，例外的措置として位置づ

けられるとともに(第245条の 3)，制度化される場合には個別法によるこ

とになる。これに対して，①，②，③の措置は，地方自治法に基づき行わ

れる。法定受託事務については， ④，⑤については個別法の規定が必要で

あるが，⑥，⑦の措置については，地方自治法に基づき行われる(なお，

これ以外に，自治事務，法定受託事務の区別なく行われる関与として「協

議」がある)。

(1) 技術的助言・勧告，資料提出要求

自治大臣・都道府県知事が普通地方公共団体の組織・運営の合理化に資

するために地方自治体に対して行う技術的な助言・勧告および資料提出要

求，ならびに主務大臣等が，その担任する事務の運営等について地方自治

体に対して行う技術的な助言・勧告および資料提出要求は改正前の地方自

治法においても認められていたが(1日第245条)，改正後においては，各大

臣等が有する権限は， 一般的関与手段のー形態として位置づけられ(第

245条の 4)，前者の自治大臣等の権限は，これとは分離されて「第 5節

雑則」におかれることになった(第252条17の5)。

中間報告では法令の定めのない自治事務についても，国は，地方自治体

からの報告徴収・届出および地方自治体に対する助言・勧告を行えるとさ

れていたが Cill-3-(1)ー①)削，第 1次勧告では r自治事務に関する法律を

所管する省庁」が「その法律に基づく事務の運営その他の事項」について

助言・勧告等を行えるというように 法律上の権限を有する国の機関が法

律によって与えられた事務の管理・執行の範囲内において当該権限を行使

することが明記された CV-1-(2)ー①-a )。改正地方自治法の規定では，結
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局，従来の規定(1日第245条第 4項)とほぼ同様のものになったが，地方

自治体の自主性を尊重する観点から自治事務に対する国の助言・勧告を法

律によって与えられた権限の範囲内に止めるよう命ずる規定を入れるべき

ではなかったと考える。

資料の提出要求も，助言・勧告と同様に rそれに違反したからといっ

て違法となるような関与(処分に当たる関与)ではない」ヘしかし，その

一方において，地方自治体に対して助言，勧告，情報の提供をするために

必要な場合に限り，国は地方自治法に基づく資料の提出の要求ができると

されている(第245条の 4) のは r要求に応じて資料を提出するという一

般的な義務が地方公共団体に発生する」からであるという解説が法律改正

作業に携わった担当者からなされている(九

助言・勧告にしても，また資料の提出要求にしても，これらが相手方の

任意の協力を前提にしたうえでなされる非権力的な措置であるというので

あれば，国の機関は，法律の根拠がなくても，その任務または所掌事務の

範囲内において自由に行うことができるはずであり，また，相手方の地方

自治体は，これに従う意思がなければ自由に拒否できるはずである。しか

し，従来の固と地方自治体の上下関係を前提にすると，非権力的な措置で

あっても，国の見解の表明が地方自治体の意思決定を事実上拘束する事態

が生じることは容易に想像できることである。そこで，地方自治体の自主

性が侵されることを避けるためにも，これらの行為の法的根拠，要件・手

続等を法律において明確にすることが求められるのである。ここに，助言・

勧告等の非権力的措置に関して法定主義を適用することの本来の意味が求

められねばならない。

法定主義は，国の要求に従う地方自治体の「一般的な義務」を必ずしも

伴うものではないことに留意すべきである。改正地方自治法は，是正の指

示等の権力的措置も，助言・勧告，資料の提出要求等の非権力的措置も含
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めて包括的に「関与の法定主義」のもとにおくことにしている。このよう

に，非権力的な措置も含めて法定主義の対象とすることは，前述のような

意味において歓迎すべきことであるが，このことから，非権力的な措置で

あっても，一端法律上の根拠が与えられたならば，地方自治体には，これ

に従う「一般的な義務」が生まれると帰結することは，法定主義を標携す

る改正地方自治法の本来の趣旨からみて妥当性を欠くといわねばならな

いへ 機関委任事務制度は地方自治体に対する包括的な指揮命令権ととも

に，指導・勧告等の非権力的な措置に従う地方自治体の一般的な義務もっ

くりだしてきた。これに対して，機関委任事務制度の否定のもとに成立し

た改正地方自治法は，関与の法定主義のもとに，法律上の明確な根拠のな

い地方自治体の義務は，これを極力排除しようとする立場を採るものと解

される。この意味においても，改正地方自治法の定める資料提出要求等の

非権力的な措置について暖味な内容の服従義務を法的根拠なしに導きだし

てくることは問題であるといわざるをえないへ

(2) 是正の要求と指示

各大臣は，その担当する事務に関し，地方自治体の自治事務の処理が「法

令の規定に違反していると認められるとき，又は著しく適正を欠き，かっ

明らかに公益を害していると認めるとき」は，地方自治体の執行機関に対

して，当該事務の処理について違法の是正または改善のための必要な措置

を講ずることを求めることができる(第245条の 5)回。そして，この是正

の要求を受けた地方自治体は，当該事務の処理について違反の是正または

改善のための必要な措置を講じることが義務づけられる(第245条の5第5

号)。

改正前の地方自治法に規定する内閣総理大臣の措置要求(1日第246条の

2)では，違法な事務の管理・執行または僻怠のほか，不適正な執行とし
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ては，不当な経費の支出や財産の処分等の専ら財産・会計上の事項が挙げ

られていた刷。これに対して，改正地方自治法では，このような事項的限

定は外され，一般的に「著しく適正を欠き，かつ，明らかに公益を害して

いると認めるとき」には是正の要求ができることになった。改正前の地方

自治法のもとにおいても，合目性の保障に関わる事項についてまで是正の

要求がなされることについては違憲の疑いがあると指摘されてきたカ宮崎，

事項的限界がとられ，また，合目的性の保障の観点からの措置要求が法律

の条文に明記されることになった改正地方自治法についても同様の批判が

投げかけられることになろう。

さらに，各大臣から是正の要求がなされた場合，これに従う義務が相手

方である地方自治体に生じるかどうかが問題となる。改正前の地方自治法

が規定する内閣総理大臣の是正要求についても，同様のことが問題となり，

ある論者は r制度の構造から考察する限り J，これに従う法的義務が生じ

ることはないという立場をとり円別の論者は，単なる尊重義務だけでなく，

要求の趣旨に従って是正・改善の措置を講ずべき法律上の義務があると述

べるなと制，種々の見解が提示された。また，勧告および推進計画の段階

においても，当該措置の法的性質は必ずしも明確にはなっていなかったへ

この点に関して，前述のように，改正地方自治法は法的拘束力があること

を承認する規定をおいたのであるが咽，この規定の存在と，園地方係争処

理委員会の審査対象になることを考え合わせると，この措置が権力的な措

置になったことは明らかであるへ

次に，改正地方自治法によれば，各大臣は，都道府県による法定受託事

務の処理が法令に違反しているとき，または著しく適正を欠き，かつ，明

らかに公益を害していると認めるときは，当該都道府県に対して，違法の

是正または改善のために講ずべき措置に関し必要な指示を与えることがで

きる(第245条の 7第1項)冊。是正の指示は，是正の要求と異なり，個別・
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具体的にとるべき必要な措置が国等から指示される点において，是正・改

善の具体的措置について地方自治体の裁量が認められる是正の要求より

も，地方自治体の事務処理権限に対する侵害度は強いといわねばならいへ

この点からみても，個別法の規定により，自治事務の領域において当該措

置がとられるようになったことは問題であるといわねばならないが，法定

受託事務についても，これが「地方自治体の事務」として位置づけられる

以上，国が当該措置を用いることは例外的でなければならない。また，自

治事務について当該措置が濫用されないためにも，事務処理の緊急性の要

件とともに r国民の生命，健康，安全に直接関係する事務の処理に関す

る場合J，r広域的な被害のまん延防止の観点からの事務の処理に関する場

合J (推進計画)というように，指示がなされる事例を個別的に限定列挙

する規定方法が採用されるべきではなかったかと考える。

(3) 園地方係争処理委員会の役割

是正の要求・指示等の行為は「処分」に該当し，これを受けた地方自治

体は，固によって求められ，または指示された事項を行う法的義務を有す

ることになり，これを行わないと違法の評価を受けることになる。このた

め，当該措置に不服のある地方自治体は園地方係争処理委員会(以下，

「係争処理委員会」という 。)へ審査の申出ができるようになっている(第

250条の13)。

本来，固と地方自治体が対等であるという前提をとる以上，両団体の主

張に食い違いが生じた場合，国の主張が一方的に通るのは問題であって，

いずれの主張が正当性を有するか，第三者的な立場にある機関によって決

定がなされ，かつ，両団体とも，平等な条件のもとで，この決定に従うと

いう公平な関係が制度上確立していなければならない。

この意味において，係争処理委員会の存在は重要な意味をもっといわね
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ばならないが，この組織が期待された役割を演じうるかどうかは今のとこ

ろ未定である。しかし，一般的にいって，固と地方自治体の対立が相当深

刻なものとなり，政治的にも法的にも問題が複雑化した状況のなかで係争

処理委員会の登場が求められることが少なくないと想像される。そして，

このような，係争処理委員会がおかれるであろう状況の重大性と深刻さが，

この委員会に強力な権限を付与した場合，その決定が国の施策を阻害する

ことになるのではないかという危慎と相倹って，当該委員会の制度化に際

して，その役割・権限を制限する方向に影響を及ぼすのではないのかと危

慎される。

そして，このこととの関連でいうならば，次の3点が注目されるべきで

ある。

ケ) 審査事項の制限ーまず，係争処理委員会の審査は，法定受託事務に

ついては，違法性の判断に制限されることになる (第250条の14第2項)。

自治事務については，違法性の判断だけでな く，関与の当・不当の判断に

まで及ぶことになるが(第250条の14第l項)，係争処理委員会が，この権

限を用いて，関与を行った行政庁の政策判断の妥当性についてまで一般的

に言及することには否定的な見解が示されている回。

(イ)勧告の法的拘束力の否定一係争処理委員会は，地方自治体の自主

性・自立性を違法・不当に損なうような関与が行われたときに，その是正

のための勧告を発することができるが，この勧告には法的拘束力はなく，

勧告を受けた国の行政庁がこれに従わなくても直ちに違法となるものでは

ない刷。

(ウ)執行停止制度の不存在一行政処分についての審査請求や取消訴訟で

は執行停止の制度が設けられているが(行服法第34条，行訴法第25条)， 

関与に関する係争処理手続においては，この制度は認められていない。し

たがって，係争処理委員会が，勧告をなすまでの間， 一時的に処分の執行
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や手続の続行を停止する必要を認めても，これを行うことはできないので

ある。結局，国から一定の措置をとるように指示を受けた地方自治体は，

一応この指示に従って措置をとりつつ，係争処理手続を継続していかざる

をえないことになるであろう。

このような，係争処理委員会の権限の制限は，その審査・勧告の責任の

軽減を意味する。すなわち，法定受託事務については国の関与の当・不当

の問題にまで入って審査する必要はなく，また，国の措置の不当性を指摘

する勧告を発しでも，国の機関は法的拘束を受けるものではないから，勧

告の指摘する是正を行うかどうかの最終判断は国の責任において行われる

ことになる。そして，国の施策を一時的にしろ停止させるという決定を行

う必要はない。

係争処理委員会は，総理府(中央省庁再編後は，総務省)におかれる，

いわゆる r8条機関」であることから，行政事務の分担管理の原則等に示

される行政の論理によって，その権限が制約されることはありうる。また，

係争処理委員会の役割・権限を制限することによって，迅速な審査・勧告

が可能となり，また，その法効果の重大性の故に勧告を発するのに跨賭す

ることが少なくなるという点も全面的には否定できない。しかし，係争処

理委員会の権限の範囲・内容がどのようなものであるかは固と地方自治体

の関係の対等性を実質的に確保する観点からは極めて重要な問題であり，

従来の国と地方自治体の上下・服従関係を前提にするならば，強力な

チェック機能を係争処理委員会に与えねば，結局，国の判断が一方的に優

先されることになりかねない。たとえば，都市計画法や国土利用計画法の

なかには，いわゆる「平行権限」を認める規定があるが(国土利用計画法

第13条，都市計画法第24条，建築基準法第17条等)，これにより，地方自

治体が未だ権限を行使していない段階において国が先に同一内容の権限を

行使したり，地方自治体の行った行為の効果を覆すような行為を行うこと
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が生じうる闘。このような場合には，地方自治体が自らの権限行使あるい

は不行使の正当性を主張して固と対立することがあるのであって，その際，

係争処理委員会において勧告がなされるまで，一時的に国の権限行使の手

続等を停止させることは必要になってくるものと考えられる回。

4.地方自治体の条例制定権

改正地方自治法では，法定受託事務についても地方自治体の条例制定権

が及ぶことになった。推進計画の段階では r法律又はこれに基づく政令」

による明示の委任がある場合を除き，法定受託事務については条例制定権

は認められないとされていたことからみれば大きな改善点である。従来，

機関委任事務は国の事務であるという前提から地方自治体の条例制定権は

厳しく制限されていた。根拠法令との関係においては地方自治体の条例の

適用を認めてもよいと考えられる事務であっても，機関委任事務であると

されることにより条例の適用が否定的に考えられることが多かったのであ

る。この障害を取り除くのに，また，別の論理をたてなければならない。

今回の一括法案の柱の 1つである法定主義を徹底するのであれば，条例制

定権の限界も法定受託事務に係る個別の根拠法律から明確に判断されるよ

うにすべきである。

このように，法定受託事務についても地方自治体の条例制定権が及ぶこ

とが認められたことは積極的に評価すべきであるが，ただ，各大臣は法定

受託事務について処理基準(第245条の 9第 1項)を定めることができる

ので，地方自治体が法定受託事務に適用される条例を制定した場合，この

処理基準との聞で抵触問題が生じるおそれがある刷。 また，各大臣は法定

受託事務について是正の指示等の権限を有しているので，地方自治体が根

拠法令に明示的に規定されていない事項について条例を適用しようとして
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も，国がそれを拒否する必要を認めたときは，多くの場合，適用すること

が困難になるであろう。

改正地方自治法では，地方自治体は，義務を課し，または権利を制限す

るには，法令に特別の定めがあるものを除くほか，条例によらなければな

らないことが明記された(第14条第 2項)。いわゆる法律留保の原則の法

定化である。市民の権利・自由を制限し，義務を課す行為には，国民の代

表者から構成された議会の同意を要するという法治主義的要請は地方臼治

行政においても，もとより，妥当する。したがって，市民の権利・自由の

制限あるいは義務の賦課行為に原則的に条例の根拠を求めることそれ自体

には異論を挟む余地はない。

旧第14条第2項の規定でも「行政事務の処理」については条例の根拠を

求めていたので，この点についての立法主旨は改正前と改正後とでは基本

的には変わらないようにもみえる。しかし r行政事務」の概念は，その

内容・範囲が必ずしも明確でないとはいえ r公共事務」および「団体委

任事務」に対応するところのlつの自治事務領域として観念されるべきも

のである。そして，この事務領域は，市民の権利・自由に対する規制をそ

の本質とするが故に，その具体的内容は，条例上，特定の目的と，これを

実現するための手段とによって法体系的に構成されるとともに，他の法体

系から相対的に独立した一個の行政の活動領域としてあられてくることに

なるのである。

改正地方自治法では「行政事務」の概念が排除された結果，侵害留保の

原則は，権力的事務領域の条例化の論拠以外の意味もあわせもつことにな

る。たとえば，開発指導要綱の定める行政活動は，建築規制行政や土地開

発規制行政の法システムに付随して行われる行政活動であり，それ自体が

1つの体系性あるいは統一性をもった事務領域としては観念されない。開

発指導要綱の対象となる行政活動は「行政事務」として観念することが困

102 50一千士II.III



難な活動であり，それゆえ，地方自治法第14条第 2項と開発指導要綱との

関係もそもそも問題となることはなかったのである。

しかし，改正地方自治法において新たに定められた侵害留保の原則は，

開発指導要綱等の規制的行政指導に対して制限的・抑止的な働きをする可

能性がある。地方自治体が，相手方の同意・協力の名の下に，様々な負担

を強いる行為は，今まで以上に，侵害留保の原則との関係において，その

正当性が吟味されることになるであろうへ相手方に負担金の拠出を求め

る場合はいうまでもなく，それが権利・義務に関するものであれば，改正

地方自治法第14条第 2項に基づき，条例による根拠づけが求められること

になる。そして，要綱行政に残されるのは住民の権利・義務に関わらない

事項に純化されることになる。

このような従来の地方自治体の要綱行政に対する立法的制限の方向はす

でに行政手続法においてみられたところであったが，今回の地方自治法第

14条第 2項の改正によって，過去，都市環境保全に一定の役割を果たして

きた開発要綱行政等の規制的指導行政のさらなる後退は一層明確になるも

のと考えられる。もとより，国民の権利・自由に対する規制は議会の議決

により制定された条例の法形式によることが望ましいのであって，この点

において，過去に行われてきた要綱行政が全面的に称賛されるわけではな

い。しかし，要綱行政がわが国の地方自治体において一般的に行われるよ

うになった理由として，現行法律の規制の不十分さと地方自治体の条例制

定権の限界があったことは否定できない。地方自治体が，現行法律の適用

や自主条例の制定によってその施策を十分に履行できるにも拘わらず，法

律の規制や地方議会の関与を回避するために，要綱行政を多用したのであ

れば，それは批判されるべきである。しかし，実際は，地方自治体が地域

環境の悪化から市民生活を守るために規制的な措置を含む効果的な法的手

段を欲していたにも拘わらず，それらを十分に提供できない法制度の不備
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から，やむを得ず要綱行政の活用に踏み込んだという事情があったことは

否定できない。住民の権利・自由に関わる事項は行政機関がつくる要綱で

はなく，議会の議決を経た条例により定められるべきであるということは，

法治主義の観点からみれば当然の要求であっても，地方自治体の側からみ

れば，これを問題なく受け入れるには，一定の条件，すなわち，地方自治

体が地域の実情を考慮したうえで規制的な措置も含む有効な措置をとれる

よう条例制定権を抜本的に強化するという条件が満たされることが必要と

なるのである。

このように，改正地方自治法において侵害留保の原則を明記し，住民の

権利・自由の規制に関わる事項は広く条例の規制事項とすることを明言す

るのであれば，これに対応して条例の規制事項を抜本的に拡大する法律改

正を行う必要があると考える。権利・義務に関わる事項をひろく条例事項

としておきながら，条例制定権の範囲を制限したままでおくならば，結局，

地方自治体に残された選択肢は従来要綱行政によりっくり上げてきた成果

の一方的な放棄しかないということになるであろう 。今回の一括法案の成

立により，地方自治体の条例制定権の範囲が従来よりも拡大することは確

実であるとしても，地方自治体が侵害留保の原則を問題なく受け入れるこ

とができるまで拡大されるものであるかは疑問である。このことは，従来，

地方自治体が要綱行政によって行ってきたことを，今回の法改正によって，

どの程度まで条例に規定することができるようになったのかという点を検

討すれば，すぐに明らかになるであろう 。

5.都道府県と市町村の関係

都道府県と市町村の関係については幾つかの改善点がみられる。まず，

都道府県の処理する事務から「統一的な処理を必要とする」事務が除かれ
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たこと(第 2条第 3項).また，都道府県条例による市町村の行政事務に

関する必要な規定の設定 (r統制条例J) に係る規定が削除されたことが挙

げられる。都道府県が地域の市町村に対して上位に位置する統治団体にな

ることを避け，市町村との対等・協力の関係を築くには，このような規定

は不要であるといえようへ

しかし，他方において，都道府県が，自らの職務として，あるいは国の

代理として市町村の事務処理を監督する立場を有する点では，従来の制度

と比べて，それほど大きな変化はみられないように思われる。すなわち，

知事その他の都道府県の執行機関は，特定の要件のもとで，市町村の白治

事務については「是正の勧告J (第245条の 6)，第二号法定受託事務(都

道府県と市町村との関係において成立する法定受託事務)については是正

の指示(第245条の 7第 3項)を行うことができ，また，各大臣は，知事

等に対して，市町村の自治事務については「是正の要求J (第245条の 5第

2項)，市町村の第一号法定受託事務(固と地方自治体との関係において

成立する法定受託事務)については「是正の指示J (第245条の 7第3項)

を行うよう指示することができるようになったのである。また，自治大臣

や都道府県知事は，市町村の「組織及び、運営の合理化に資する」ために，

助言・勧告を行い，また，これに関する資料の提出を求めことができると

ともに(第252条の17の 5)，市町村に対して財務に係る実地の検査権を行

使することができることになっている(第252条の17の6)。このように，

国と都道府県の双方から市町村が指揮・監督されるシステムは改正地方自

治法においても基本的に変えられていないということができる。

改正地方自治法の新設規定のなかで特に注目されるのは「条例による事

務処理の特例」制度(第252条の17の2)である。勧告および推進計画では，

「条例による事務の委託」であったものが，改正地方自治法では，この名

称、に変えられたのである。制度の名称変更の理由は r委託」は基本的に
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関係地方自治体問の意思の合致を必要とするが，本制度においては，都道

府県は，あらかじめ市町村と協議することは義務づけられているものの，

意思の合致までも必要とはしないことに求められている問。

このことからも理解できるように，新たに設けられた事務処理特例制度

は，個別協議による事務委託制度(第252条の14)や公の施設の管理委託

制度(第244条の 2) とは異なり，都道府県議会の議決に基づいて制定さ

れた条例により，一定の条件を満たす市町村に対して，原則として，一律

に事務・権限を委譲する制度であって，個々の市町村ごとの同意を必要と

するものではない。この点の問題については，すでに述べたのでベ ここ

では詳細は繰り返さないが，協議が不調に終わった場合に，なぜ都道府県

議会の判断だけで，知事の事務を市町村に移すことができるのか，都道府

県と市町村の対等性を前提とするかぎり理由は不明確である。この制度は，

可能なかぎり市町村に事務を委譲するのはよいことであるという発想に基

づいてるようであるが圃，地方分権のねらいは，単に市町村の事務量を増

やすことにあるのではなく，市町村が地域社会をよくするのに本当に必要

とする事務・権限，財源等を，市町村の主体的な判断を尊重しながら，国

や都道府県から移し替えるシステムをつくることにあることを忘れるべき

ではない。

6.地方議会の活性化

機関委任事務制度が廃止され，自治事務の範囲が拡大されることによっ

て，必然的に，地方議会の役割が今まで以上に重要性をもつようになって

くる。従来，執行機関が処理する事務のなかでも，機関委任事務とされる

ものについては，原則として議会の関与は認められなかったのが，この度

の制度改革によって，法定受託事務についても条例制定権が及ぶなと六
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地方議会が関与しうる事務領域はかなり広げられることになったといえよ

う。ただ，これによって，地方議会が，市民の代表機関として，執行機関

の活動を適切にチェックする機能あるいは自治体の政策を立案・点検する

機能を十全に発揮することができる条件が整ったといえるかは疑問であ

る。特に，地方議会が積極的・自主的に活動するには，従来，地方自治法

を中心とする国の法令によって課せられてきた様々な制度的制約を外す必

要があるが，この点の改革については，なお不十分であるといわざるをえ

ない。

最初に地方議会制度の改革を本格的に取り上げたのは第2次勧告であ

る回。第1次勧告においても議会改革について触れられているが，自治事務

および法定受託事務に対する議会の関与のあり方が中心で，議会制度その

ものについての具体的な改革案は提示されなかった。議会改革の課題は

「行政体制の整備確立」の一環として，また r地方議会の活性イヒ」の課

題は「住民参加の拡大」の文脈において一般論として取り扱われたのにす

ぎなかったのである。

第2次勧告では，第6章町「地方議会の活性イヒ」において，地方自治体

の意思決定における議会の役割と執行機関に対するチェック機能の強化の

必要性が指摘され，具体的には，議決事項の条例による追加を可能にする

規定(第96条第 2項)の活用，また，臨時議会の招集(第101条第 1項)， 

議員の議案の提出要件(第112条第 2項)，議員の修正動議の発議要件(第

115条の 2)等の緩和を検討することが提案された回。

今回の法改正では，このなかで，議案提出要件および修正動議の発議要

件の緩和がなされ，現行の議員定数の 8分の lから12分の lに変更された。

また，議員定数に関しては，現行の法定定数制度が廃止され，地方自治体

か議会の議決を経て自ら条例で定められることになったが，すべてを地方

自治体が自主的に決められるようになったわけではなく，議員定数が人口
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区分に応じて大括り化されたうえで 2万以上 5万未満は26人とし，市区

については人口区分が上がるごとに原則4人ずつ増加させ，町村について

は人口区分が下がるごとに 4人-2人ずつ減少させることにしたのであ

る。この結果，自治省の調査によると，平成10年10月1日現在の議員定数

で上限を越えることになった市区町村は，市および特別区で48団体，町村

では61団体になる回。

法定定数制度が廃止されたことは評価されるべきであるが r減数条例

の制定状況を勘案して」つくられた新制度については地方自治体の自主性

を尊重する観点からは問題が残るといわざるをえない。本来，議員定数を

削減するか否かは，各地方自治体が，それぞれの地域の人口，面積，事務

量等を勘案しながら，また，住民の意見を聞きながら，自主的に判断すべ

き事柄であり，現在，定数削減の方向に向かう地方自治体の存在が目立つ

としても，国がこの傾向をさらに促進するような方向で定数の枠組みを変

えることは差し控えるべきであるへ また，議案提出要件および修正動議

の発議要件については一定の緩和措置がなされたものの，それ以外にも，

地方自治法には，常任委員会(第109条)や定例会(第102条)に関して様々

な制約がおかれている。これらについても地方自治体の自主組織権を尊重

する観点からの改革がなされてもよかったのではないかと思われる。

7.おわりに

以上，地方自治法の改正点のうち主要なものをみてきたが，機関委任事

務制度の廃止や国の関与手段の制限の試みにも拘わらず，国の地方自治体

に対する支配関係が今回の法改正により抜本的に変革されたかは疑問であ

るといわざるをえない。個別立法において自治事務に対する是正の指示や

代執行をとりいれる可能性が残されたことも問題である。条例制定権に関
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していえば，法定受託事務について条例制定権が認められたことは機関委

任事務制度に比べ大きな前進を意味する。しかし，問題なのは，実際に法

定受託事務について条例を制定・適用することが可能であるかである。固

において詳細な処理基準が定められた場合には条例が関与する余地は事実

上なくなることも予想される。自治事務についても，法律や政令の内容次

第では条例制定の範囲は狭くなる。地方分権の本来の理念からするならば，

法律制定権の制限こそ重要な課題であったといわねばならない。第1次勧

告では，国は，法令により自治事務の基準設定を条例に委ね，または条例

による基準設定の裁量の幅を認めるようにしなければならない旨の提言が

なされたが，これに対応して地方自治法にいれられた規定(第2条第13項)

では，自治事務について r国は，地方公共団体が地域の特性に応じて当

該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない」という

一般的な努力義務が明記されるのに止まった。

今回の法改正によって従来広範かつ不明確であった国の行政的関与につ

いて一定のルールが設けられることになったが，今後は，国の立法的関与

のあり方についても，一般論ではなく，個別・具体論として検討されてい

く必要がある。そして，分権一括法が成立した今日，地方分権をさらに推

進していくためには，地方自治体の対応が極めて重要な意味をもつことに

なる。それぞれの地方自治体が，従来の国の通達・訓令依存の体質から脱

却し，地域社会の福祉増進の観点からみた場合の適切な法制度の運用方法

の検討，条例制定の試み，そして国の法令の問題点の提示と改正へ向けた

取組みなど，積極的かっ主体的な法政策を展開していくことができるかど

うかが，わが国における地方分権の将来を決定する要因になるといっても

過言ではないであろう。
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注

(1) 地方分権推進委員会の勧告および地方分権推進計画については以前に検討した

ことがある(島田茂「地方分権と機関委任事務制度の廃止」横浜市大論叢(社会

科学系列)47巻 1号79頁以下)。本稿は，その続編として位置づけることができる。

(2) 従来，法定受託事務が留の事務であるかどうかが不明確であったが，改正地方

自治法では，法定受託事務は地方自治体の事務であることが明確にされた(地方

自治制度研究会編 rQ&A改正地方自治法のポイントJ. ぎょうせい. 1999年，

25頁。辻山幸宣「改正地方自治法の読み方」地方自治職員研修439号18頁以下参照)。

(3) 地方自治制度研究会編・前掲注(2)24頁以下参照。

(4) r法定受託事務」概念の問題点については，参照，鳥飼額 rr法定受託事務』

概念の放棄と事務区分の考え方の見直しについて」都市問題90巻 8号101頁以下

参照。

(5) この点に関する批判的見解として，阿部泰隆「国・地方公共団体の関係調整ルー

}l; J ジュリスト1090号46頁参照。

(6) 地方自治制度研究会・前掲注(2)117頁参照。

(7) 地方自治制度研究会・前掲注(2)117頁参照。

(8) ちなみに，地方自治法に基づく助言・勧告および資料提出要求は係争処理手続

の対象とはならないが，その理由として，これらの行為には法的拘束力がないこ

とが挙げられている(地方自治制度研究会・前掲注(2)157頁)。もし，地方自治法

に基づく国の資料提出要求に従う義務が地方自治体に生じるのであれば，これも

係争処理手続の対象とすべきであろう。

(9) 地方自治体の自治事務について大臣等から発せられる解釈基準は，通達によら

ず，法令の形式によって定められることになる。また，第1次勧告は，法律所管

官庁は，当該法令の解釈を地方自治体に提示することができると述べるが (V

-1-(2)① d) .このような固による解釈の提示は地方自治体を法的に拘束するも

のではなく，単なる助言の域をでないというべきである(稲葉馨「固と地方公共

団体の関係に関するルール」ジュリスト1110号46頁以下，上村章文他「緊急座談

会・改正地方自治法を読む」月刊地方分権 9号33頁参照)。

同改正地方白治法は，国(各大臣)が市町村に対して是正の措置を求める際には，
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都道府県を介して行うのを原則とし，自ら直接に是正の措置を求めるのは，緊急

時など特別な事情がある場合に限定している(第245条の 5第2項，第4項)。

ω 室井力・兼子仁編「別冊法学セミナー・地方自治法[第三版h 日本評論社，

1995年， 298頁(関田穆)。法律に示された財産・会計上の事項が単に例示に止ま

るのか，それともそれ以外の事項にも及ぶのかは法文上必ずしも明確ではない。

長野士郎 r逐条地方自治法[第12次改訂版]J，学揚書房， 1995年， 939頁は，これ

を例示的な定めであり，著しく事務の適正な執行を欠く場合には，これ以外の場

合にも，内閣総理大臣の措置要求はなされると考える。

同塩野宏「固と地方公共団体J，有斐閣， 1990年， 111頁。問団・前掲注(11)298頁

参照。

(13)塩野・前掲注同111真参照。

凶長野・前掲注(11)938頁参照。

同小早川教授は，勧告に示された措置要求について r国の是正措置要求に不服

の地方公共団体は，所定の期間内に係争処理手続によってそれを争うべきであり，

争わなかった場合や，争ったけれども功を奏さなかった場合には，当該是正措置

に従わなければならず，言いかえれば，国の是正措置要求はそのような停止条件

付きで相手方地方公共団体に対して拘束力を有すると見るのが妥当であろう」と

述べる(小早川光郎「園地方関係の新たなル}ル」西尾勝編著『地方分権と地方

自治(新地方自治法講座12)J，ぎょうせい， 1998年， 110頁以下参照)。

(16)字賀克也「地方自治法改正の概要とそのポイント②」月刊地方分権6号51頁参照。

問地方自治制度研究会・前掲注(2)127頁参照。芝池義一「地方自治法改正法案の

検討」法律時報71巻8号81頁は，法第245条の 5第 5項の規定は，是正要求を受

けた地方自治体が当該措置に対して審査の申出および訴訟を提起することを許容

するために，いわば形だけおかれた義務規定として理解することも可能であると

指摘する。

M また r国民の生命，身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理

を確保する必要がある場合等特に必要と認められるときJ(第245条の 3第6項)

には，自治事務についても，個別法に基づき，国が地方自治体に対して是正の指

示を行うことが認められる。
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同小早川教授によれば，是正の要求と異なり，是正の指示の拘束力は r相手方

地方公共団体が係争処理手続で争うと否とに関係なく当然に生ずるJ (前掲注同

111頁)。

岡地方自治制度研究会 ・前掲注(2)163頁参照。

位1) 地方自治制度研究会・前掲注(2)166頁は，係争処理委員会に法的拘束力のある

「裁定権」を付与することは，行政事務の分担管理の原則(各大臣が所轄する事

項についての行政上の最終的な決定権と責任は当該大臣が有する)に反すると主

張する。

凶 このような場合も係争処理手続の対象となりうることについては，地方自治制

度研究会・前掲注(2)159頁参照。

鈎) 地方自治制度研究会・前掲注(2)161頁は，このような場合を想定して r立法論

として執行停止制度の是非を検討する余地がある」としつつも r一時的とはいえ，

各省大臣の権限の行使を法的拘束力をもって阻止するような強力な権限を，同じ

く内閣の統轄の下にある委員会に与えることは，行政事務の分担管理の原則に対

する例外となるものであるから，そのような制度の創設には慎重でなければなら

ない」と消極的な対応を示す。

凶芝池 ・前掲注Uカ79頁参照。

岡上村他・前傾注(9)24頁参照。

倒 「統一的な処理を必要とする」事務を除いた理由については，地方自治制度研

究会・前掲注(2)20頁参照。

岡地方自治制度研究会・前掲注(2)176頁参照。

岡島田・前掲注(1ゆ1頁以下参照。

闘地方自治制度研究会・前掲注(2)180頁，上村他・前傾注(9)35頁以下参照。

同 ただし，法定受託事務に関する地方自治体の条例制定権は，自治事務に比べて

大幅に制限されることになるであろう。また，地方自治体は，自治事務について

は地方自治法所定の必要的議決事項(第96条第 l項)以外にも議会が議決すべき

事項を条例で自主的に定めることができるが，法定受託事務については，これは

認められない(第96条第2項)。

制)勧告にみられる地方議会の位置づけについては，大森嫡『分権改革と地方議会ι
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ぎょうせい. 1998年.49頁以下参照。

同第2次勧告では，これ以外にも，議員とそれを補佐する議会事務局職員の調査

能力，政策能力，法制能力等の向上を図るための研修機会の拡大と研修内容の充

実，情報公開条例の制定・適用による議会情報の積極的公開，本会議中心の議事

運営等の提言も行っている(地方議会の改善点については，五十嵐敬喜・野村稔

r地方自治ジャーナル223号(特集)地方分権と地方議会J.公人の友社.1997年，

89頁以下参照)。

同 自治省「地方議会に関する制度改革の概要J (1999年 2月) 2頁参照。

凶全国都道府県議会議長会「地方分権の推進に伴う都道府県議会の充実強化に関

する要望J (1998年7月)も r従来の単純な一律削減論」を批判し，地方議会が，

現行法の定める上限の範囲内において条例で自主的に定めることができるよにす

べきであると提言している。
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